
 

議案第１０号 

東郷町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等 

の一部改正について 

東郷町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改

正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

令和５年２月２４日提出        東郷町長 井 俣 憲 治     

 

説 明 

この案を提出するのは、子ども・子育て支援法の一部改正等に伴い必要があるか

らである。 



 

東郷町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

を改正する条例 

 （東郷町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正 

 ） 

第１条 東郷町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年東郷町条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第２５条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

 （東郷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正） 

第２条 東郷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年東郷町条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改

め、同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改め、同項第２

号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同項第３号中「第

１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」を「同条第３号

」に改める。 

第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条

第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。 

第１３条第４項第３号ア（ア）中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１

号」に改め、同号ア（イ）中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に

改め、同号イ（ア）中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、

同号イ（イ）中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改め、同項第４

号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改める。 

第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同

条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１



 

項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第１号

」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に

改める。 

第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同

条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「第１９条第１

項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第１号

」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に

改める。 

第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条

第３号」に改める。 

第４４条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同

条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１

項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第３号

」を「第１９条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に

、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同

条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「第１９条第１

項第３号」を「第１９条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第

１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に

改める。 

 （東郷町児童発達支援事業所設置条例の一部改正） 

第３条 東郷町児童発達支援事業所設置条例（平成２７年東郷町条例第２号）の一

部を次のように改正する。 

  第８条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



 

議案の概要 

１ 改正理由 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行による子

ども・子育て支援法、学校教育法の一部改正等に伴い必要があるからである。 

２ 改正内容 

 ⑴ こども家庭庁の設置に伴う所管の変更のため、「厚生労働大臣」を「内閣総

理大臣」に変更すること。（第１条、第２条及び第３条関係） 

 ⑵ 子ども・子育て支援法及び学校教育法の引用条項を整備すること。（第２条

関係） 

３ 施行期日 

 令和５年４月１日から施行すること。 

 


